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○
農
業
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
は

誰
で
も
加
入
で
き
ま
す

　

60
歳
未
満
の
国
民
年
金
第
1
号

被
保
険
者
（
保
険
料
納
付
免
除
者

を
除
く
）
で
あ
っ
て
、
年
間
60
日

以
上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
方
は

誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。
配
偶
者

や
後
継
者
な
ど
家
族
農
業
従
事
者

の
方
も
加
入
で
き
ま
す
。

※
農
業
者
年
金
に
加
入
さ
れ
る
方

は
国
民
年
金
の
付
加
年
金
（
付
加

保
険
料
月
額
４
０
０
円
）
の
納
付

も
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
少
子
高
齢
化
に
強
い
年
金
で

す
。
年
金
資
産
は
安
全
か
つ
効
率

的
な
運
用

　

自
ら
積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ

の
運
用
益
に
よ
り
将
来
受
け
取
る

年
金
額
が
決
ま
る
「
積
立
方
式
（
確

定
拠
出
型
）」
の
年
金
で
す
。
自
分

が
必
要
と
す
る
年
金
額
の
目
標
に

向
け
て
、
保
険
料
を
自
由
に
決
め

ら
れ
（
月
額
2
万
円
～
6
万
7
千

円
）、
経
営
の
状
況
や
老
後
設
計
に

応
じ
て
い
つ
で
も
見
直
せ
ま
す
。

○
終
身
年
金
で
80
歳
ま
で
の
保
証

付
き
で
す

　

農
業
者
老
齢
年
金
は
、
原
則
65

歳
か
ら
生
涯
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

仮
に
80
歳
前
に
亡
く
な
ら
れ
た

場
合
で
も
、
80
歳
ま
で
に
受
け
取

れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
農
業
者
老
齢

年
金
の
額
の
現
在
価
値
に
相
当
す

る
額
が
、
死
亡
一
時
金
と
し
て
ご

遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
税
の
特
例
が
用
意
さ
れ
て
い
ま

す☆
支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全
額

（
1
人
当
り
最
高
年
額
80
万
4
千

円
）
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

☆
保
険
料
を
農
業
者
年
金
基
金
が

運
用
し
て
得
ら
れ
る
収
益
（
運
用

益
）
は
非
課
税
で
す
。

☆
将
来
受
け
取
る
農
業
者
年
金
は

公
的
年
金
等
控
除
の
対
象
と
な

り
、
65
歳
以
上
の
方
で
あ
れ
ば
公

的
年
金
等
の
合
計
額
が
１
２
０
万

円
ま
で
は
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

○
認
定
農
業
者
な
ど
一
定
の
要
件

を
満
た
す
方
に
は
、
保
険
料
の
国

庫
補
助
が
あ
り
ま
す

　

認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
を
し

て
い
る
方
や
そ
の
方
と
家
族
経
営

協
定
を
結
ん
だ
配
偶
者
・
後
継
者

の
方
な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た
す

方
に
は
、保
険
料
の
国
庫
補
助
（
月

額
最
高
1
万
円
）
が
あ
り
ま
す
。

加
入
時
の
年
齢
や
必
要
な
要
件
に

よ
り
、
補
助
の
金
額
や
受
け
ら
れ

る
期
間
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
国
庫
補
助
額
は
、
農
地
等

の
経
営
継
承
を
す
れ
ば
原
則
65
歳

か
ら
特
例
付
加
年
金
と
し
て
受
給

で
き
ま
す
。
農
地
等
の
経
営
継
承

の
時
期
に
つ
い
て
の
年
齢
制
限
は

な
く
、
本
人
の
体
力
な
ど
に
応
じ

て
受
給
の
時
期
を
決
め
ら
れ
ま

す
。

　

さ
ら
に
詳
細
な
農
業
者
年
金
の

内
容
や
ご
相
談
に
つ
い
て
は
、
最

寄
り
の
Ｊ
Ａ
か
農
業
委
員
会
ま
た

は
農
業
者
年
金
基
金
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

・
周
防
大
島
町
農
業
委
員
会

　
（
農
林
課
）

☎
０
８
２
０
（
７
9
）
１
０
０
２

・
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基

　

金
（
企
画
調
整
室
）

☎
０
３
（
３
５
０
２
）
３
９
４
２

http://w
w
w
.nounen.go.jp/

・
山
口
大
島
農
業
協
同
組
合
本
所

　

ま
た
は
各
支
所

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か
？

に関する資料等の提供についてのお願い
　周防大島町でのみかんの栽培は、江戸時代後期から始まり、約
１７０年の歴史があり、先人の栽培方法や品種導入の試行錯誤や努
力、組織化や出荷販売の歩み、災害発生の克服等（先人の足跡）に
より、今の産地が形成され、伝統が受け継がれています。
　しかしながら、生産者が高齢化、減少している中で、若い生産者
が先輩方から技術や経験談を聞く機会が少なくなってきており、伝
統ある大島みかんの継承が危惧されています。
　産地には、「山口のかんきつ」を始め、前身の「防長園芸」、「柑
橘研究月報」、生産者の技術本・営農日記・写真や農機具など蓄積
されてきた資料がありますが、年々失われてきています。
　そこで、大島郡柑橘振興協議会では、園地・技術継承と併せ、過
去の資料を後世に継承するための「大島みかん資料館（仮称）」を
検討しており、まずは皆様の資料がどの位あるのかを把握したいと
考えていますので、資料の提供等につきまして、ご協力をお願いい
たします。

※資料例
みかんに関する技術本、営農
日記、関連写真や農機具等

みかん

■連絡・問い合わせ
・周防大島町役場農林課
　（大島郡柑橘振興協議会事務局）
　☎０８２０（７９）１００２
・ＪＡ山口大島指導販売部
　☎０８２０（７２）０９７０　


